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円滑な外国人受入れのために
受入れ制度を正しく理解
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第２章　 力強い経済成長の実現に向け
た重点的な取組

　少子高齢化が進む中、持続的な成長経
路の実現に向けて潜在成長率を引き上げ
るため、サプライサイドの改革として、
一人ひとりの人材の質を高める「人づく
り革命」と、成長戦略の核となる「生産
性革命」に最優先で取り組むとともに、
働き方改革を推進していく。
　すなわち、「人づくり革命」により、
人生100年時代を見据え、誰もがいくつ
になっても活躍することができる社会を
構築する。
　「生産性革命」により、過去最高の企
業収益を設備投資などにつなげるととも
に、AI、IoT、ロボットなど第４次産業
革命の社会実装による「Society 5.0」の
実現を進める。
　働き方改革により、誰もが生きがいを
感じて、いくつになってもその能力を思
う存分発揮できる社会を実現する。
　また、現下の深刻な人手不足を踏ま
え、専門的・技術的な外国人材の受入れ
を進める。
　経済の好循環を地域に広げていくた
め、地域経済を支える中小企業への支援
などを通じて地域に雇用を確保し、新し
いひとの流れを生み出すことで、地方創
生を実現する。

４ ．新たな外国人材の受入れ
　 　中小・小規模事業者をはじめとした
人手不足は深刻化しており、我が国の

経済・社会基盤の持続可能性を阻害す
る可能性が出てきている。このため、
設備投資、技術革新、働き方改革など
による生産性向上や国内人材の確保を
引き続き強力に推進するとともに、従
来の専門的・技術的分野における外国
人材に限定せず、一定の専門性・技能
を有し即戦力となる外国人材を幅広く
受け入れていく仕組みを構築する必要
がある。
　 　このため、真に必要な分野に着目
し、移民政策とは異なるものとして、
外国人材の受入れを拡大するため、新
たな在留資格を創設する。また、外国
人留学生の国内での就職を更に円滑化
するなど、従来の専門的・技術的分野
における外国人材受入れの取組を更に
進めるほか、外国人が円滑に共生でき
るような社会の実現に向けて取り組む。
⑴ 　一定の専門性・技能を有する外国
人材を受け入れる新たな在留資格の
創設
　 　現行の専門的・技術的な外国人材
の受入れ制度を拡充し、以下の方向
で、一定の専門性・技能を有し、即
戦力となる外国人材に関し、就労を目
的とした新たな在留資格を創設する。
① 　受入れ業種の考え方
　 　新たな在留資格による外国人材
の受入れは、生産性向上や国内人
材の確保のための取組（女性・高
齢者の就業促進、人手不足を踏ま
えた処遇の改善等）を行ってもな
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ポイント

○我が国の産業界においては、人口減少、少子・高齢化に伴い
人手不足が深刻化。
○いわゆる「骨太の方針2018」（平成30年６月15日閣議決定）
において、外国人材の受入れ制度を拡充するため新たな在留
資格を創設し、外国人材の受入れを更に進めていくことを決定。

○法務省が、受入れ業種の検討、在留管理体制の強化、日本語
教育の充実等の受入れ環境の整備に関する企画及び立案並び
に総合調整を実施。その司令塔的機能の下、関係府省が連携
を強化し、地方公共団体とも協力しつつ、政府一体となって
取り組んでいくことを決定。

解説
⑴　外国人材の受入れ方針
　人口減少、少子・高齢化に伴って我が国の生産年齢人口は減少の
一途をたどっており、深刻な人手不足の状況にありますが、そうし
た状況を踏まえ、「経済財政運営と改革の基本方針2018　～少子高
齢化の克服による持続的な成長経路の実現～」（平成30年６月15日
閣議決定。「参考資料」248頁参照。）、いわゆる「骨太の方針 2018」
において、外国人材の受入れ制度を拡充するため新たな在留資格を
創設し、外国人材の受入れを更に進めていくこととされました。
　そして、法務省が、受入れ業種の検討、在留管理体制の強化、
日本語教育の充実等の受入れ環境の整備に関する企画及び立案並び
に総合調整を行うこととされ、その司令塔的機能の下、関係府省が
連携を強化し、地方公共団体とも協力しつつ、政府一体となって取
組んでいくこととされました（「外国人の受入れ環境の整備に関す
る業務の基本方針について」（平成30年７月24日閣議決定。「参考
資料」251頁参照。））。
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